
地産地消推進サポーター登録要領

第１ 趣旨

かごしまの“食”交流推進会議会長（会長；知事，以下「会長」という）が，

地産地消の積極的な情報発信役となる県民を「地産地消推進サポーター（以下「サ

ポーター」という）」として登録し，その活動を通じ，県民の県産農林水産物へ

の理解促進や県内における県産農林水産物の安定供給など地産地消の取組推進を

図り，農林漁業の振興及び農山漁村の活性化に寄与する。

第２ 登録対象者

県内に在住し，登録条件に該当する個人でボランティアでの活動が可能な者（性

別・年齢は問わない。）

第３ 登録条件

１ 県産農林水産物をこよなく愛し，その安定供給又は利用促進に努めるととも

に，地産地消に関する情報を積極的に県民に発信すること。

２ 情報発信及び連絡手段として電子メールの利用が可能なこと。

３ 県が実施する地産地消推進の取組やアンケート調査等に参加・協力が可能な

こと。

第４ サポーターの役割

１ 県産農林水産物の利用促進及び普及啓発

２ 県内における県産農林水産物の安定供給

３ 県民への地産地消に関する情報の発信

情報発信手段：口コミ，ブログ，ＳＮＳ，チラシ，研修・講習会等

４ 県が実施する地産地消の取組や各種コンクール，イベント等への参加及びア

ンケート調査への協力

第５ サポーター等への情報提供

１ 会長は，サポーターに対し，①県産農林水産物の旬や産地の情報，②地産地

消推進店の情報，③各種会議や研修会のお知らせを提供するものとする。

2 会長は，県民に対し，県ホームページや各種広報誌・広報番組等を活用し，

サポーターの活動事例を広報するものとする。

第６ 登録の申請方法

登録を希望する者は，「地産地消推進サポーター登録申請書」(別紙様式１)に

必要事項を記入し，会長に提出する。

第７ 申請期間
申請受付は，年間通して随時行うものとする。



第８ 審査及び登録
会長は，受理した申請書の内容を審査し，登録条件を満たす申請者をサポータ

ーとして登録するとともに，申請者に結果を通知するものとする。
審査及び登録は年４回に分けて行うものとする（６月登録：３～５月申請書受

付分，９月登録：６～８月申請書受付分，1２月登録：９～１１月申請書受付分，
３月登録：1２～2月申請書受付分）。

第９ 登録証の交付
会長は，登録されたサポーターに対し，登録証を交付する。

第10 登録内容の変更
登録内容に変更が生じた場合，サポーターは速やかに「地産地消推進サポー

ター登録変更申請書」(別紙様式１)を会長に提出するものとする。

第11 登録期間
登録期間は１年間とする。ただし，登録の辞退の申し出がない場合は，自動

更新するものとする。

第12 登録の辞退
サポーターは，第３の登録条件に該当しなくなった場合，または登録の継続

を希望しない場合は，「地産地消推進サポーター登録辞退届出書」(別紙様式２)
を会長に提出するものとする。

第13 登録の取消し
会長は，第３の登録条件に該当しなくなったと認められる場合，又は電子メ

ールで連絡不通となった場合は，登録辞退の有無にかかわらず登録を取り消す
ことができるものとする。

第14 その他
この要領に定めるもののほか，必要な事項は会長が定める。

附 則
この要領は，平成２３年6月28日から施行する。
この要領は，平成２５年３月１８日から施行する。
この要領は，平成２５年１１月１日から施行する。
この要領は，平成２6年4月１日から施行する。
この要領は，平成２８年４月１日から施行する。
この要領は，令和５年４月１日から施行する。


